
「もったいない」から� 「ありがとう」へ

に
結
び
つ
い
た
と
し
て
も
給

与
が
も
ら
え
る
ま
で
に
何
日

も
掛
か
り
ま
す
。
そ
の
期
間

の「
食
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ

ト
」
と
し
て
県
内
の
福
祉
事

務
所
が
利
用
し
て
い
る
の
が

「
フ
ー
ド
バ
ン
ク
」で
す
。

　
フ
ー
ド
バ
ン
ク
は
、
ま
だ

安
全
に
食
べ
る
こ
と
が
で
き

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
捨
て
ら

れ
て
し
ま
う
食
品
を
集
め
、

生
活
困
窮
者
や
福
祉
施
設
に

無
償
で
提
供
す
る
活
動
で

す
。「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
フ
ー
ド
バ

ン
ク
ふ
じ
の
く
に
」
が
、
個

人
や
企
業
、
ス
ー
パ
ー
な
ど

の
小
売
店
か
ら
食
料
を
預
か

る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
と
し
て

の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

本
市
で
も
平
成
28
年
度
に
、

市
と
社
会
福
祉
協
議
会
を
合

わ
せ
、
18
件
、２
７
２
キ
ロ

分
も
の
食
料
支
援
を
依
頼
し

ま
し
た
。

　「食のセーフティーネット」として重要視されている
フードバンク。しかし、寄贈される食料にも限りがあ
ります。ご家庭で戸棚の奥に忘れられている食料や食
べるかもしれないと保管してあるけど長期間食べてい
ないものはありませんか。食べものが無くて困ってい

る人に支援が届くよう「フードドライブ」（寄贈）にご協
力ください。
　企業の災害備蓄品や食品企業の規格外品など処分せ
ざるを得ない食料を寄贈いただける場合は、フードバ
ンクふじのくにへご連絡ください。

回 収 期 間　平成29年８月１日㈫～31日㈭まで
回 収 場 所　福祉課、社会福祉協議会、浜岡福祉会館
希 望 食 品　缶詰や瓶詰などの保存食品、レトルト食

品、インスタント食品、調味料、食用油、
お米、飲料、ふりかけ、お茶漬け、のり
などの常温保存が利くもの

食料の条件　・賞味期限が２カ月以上あるもの
　　　　　　・賞味期限が明記されているもの
　　　　　　・未開封であるもの
　　　　　　・破損で中身が出ていないもの
　　　　　　・お米は常識の範囲で古くないもの
照　会　福祉課　　　　　☎０５３７�１１２１
　　　　社会福祉協議会　☎０５４８�５２９４
　　　　浜岡福祉会館　　☎０５３７�８０６６
　　　　フードバンクふじのくに　☎０５４（２４８）６１７７

もったいないを支援へつなげよう
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